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広場整備ワークショップを開催しました 

栃 木 市 嘉 右 衛 門 町 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区  

２６号 

栃木市では、味噌工場跡地を伝建地区拠点施設として活用するため整備を進めています。 

これまでに第１期工事として、ガイダンスセンター（観光案内）、KAEMON BASE（店舗）、 

交流館（多目的スペース）を整備しました。 

今後は、工場敷地内に残る建物を修理する第２期工事を予定しておりますが、その前に、

先行してイベントなどに利用できる広場を整備します。 

広場整備にあたり、地元の方々や関係団体、そして東京都市大学の堀場弘先生（拠点施設 

整備専門者会議）の協力のもと学生達によるワークショップをそれぞれ実施しました。 

ワークショップでは活発な意見交換が行われ、多様な提案が寄せられました。 

今後は、いただいたご意見を踏まえ、広場整備を進めてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発行・問合せ】 栃木市 地域振興部 蔵の街課 重伝建係 

TEL：０２８２－２１－２５７１ FAX：０２８２－２１－２６８５ 

〒328-8686 栃木市万町９-２５ E-mail: denken@city.tochigi.lg.jp 

 

伝建地区総合防災訓練を開催しました 

法隆寺金堂が焼損した日に由来する文化財防火デー（１月26日）にあわせ、令和８年 

２月１日（日）、伝建地区拠点施設（広場整備予定地）で総合防災訓練を実施しました。 

当日は、泉町・嘉右衛門町・大町の各自治会の方々や栃木市消防団員など約50人が 

参加しました。火災の発生を想定し、通報訓練や初期消火訓練に取り組みました。 

初期消火訓練では、例年実施している可搬ポンプによる放水訓練に加え、各自治会の 

代表者が実際に消火器を使って消火を行う訓練も実施しました。 

火災予防のお願い 

嘉右衛門町伝建地区には、江戸時代末期（約200年前）から昭和20（1945）年頃までに 

かけて建てられた建物が100件以上残されています。 

また、地区内の建物の多くは木造です。木造の建物は、いったん火が出ると大きな火事に

広がりやすいという特徴があります。 

改めて、火気の取り扱いには十分に注意しましょう。 

【火事を早く見つけ、広がりを防ぐために】 

・火事を見つけたら、まずは119番に電話しましょう。 

・住宅用火災警報器を設置しましょう。 

・消火器や消火スプレーを用意し、設置した場所を覚えて 

おきましょう。 


